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超高齢社会における紛争経験と司法政策プロジェクト
「暮らしのなかの困りごとに関する全国調査」

の実施に向けて

佐藤 岩夫（東京大学社会科学研究所）

　全国の法社会学者の共同研究「超高齢社会における紛争経験と司法政策」プロジェクトでは、
2017年11月末から12月にかけての時期に、全国の20歳以上の12,000人を対象に、人びとが日
常生活で経験するトラブルや困りごととそれへの対応行動を尋ねる調査（「暮らしのなかの困りごと
に関する全国調査」）を実施する予定である。この調査は、10年前に実施された先行調査のフォロー
アップを行うとともに、超高齢社会を迎えた現代の日本社会において、人びとが日常生活のなかで
どのようなトラブルや困りごとを経験し、そのトラブルや困りごとにどのように対応しているのか
を明らかにすることを通じて、今後ますます高齢化が進行することが必至の日本において、高齢者
やその家族に対する効果的な法的支援のあり方を考える際の政策的示唆を得ることを目的としてい
る。本稿は、この調査の実施を間近に控えて、プロジェクトの目的・背景、調査の内容や準備の過
程で行った議論等について紹介する。

1本プロジェクトは、科学研究費補助金基盤研究（Ｓ）（2016 年度〜 2020 年度、研究代表：佐藤岩夫、
課題番号：16H06321）の助成を受けて実施している。プロジェクトの詳細は以下を参照。
http://web.iss.u-tokyo.ac.jp/cjrp/

1. はじめに：プロジェクトの目的と構成
（1）プロジェクトの２つの目的

筆者を含む全国の法社会学の研究者の共同研
究グループは、2016 年度から 5 年間の計画で「超
高齢社会における紛争経験と司法政策」プロジェ
クト（以下、「本プロジェクト」）を行っている 1。

本プロジェクトのねらいは大きく２つある。
一つは、10 年前に実施された先行調査のフォ

ローアップである。法社会学研究の分野では、
1990 年代後半以降、世界的に、人びとの日常生
活上のトラブル経験に関する実証的研究の重要
な発展が見られた。英国において、1990 年代後
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半に野心的かつ大規模なサーベイ調査（Paths 
to Justice 調査。Genn et al. 1999; Genn and 
Paterson 2001）が実施され、それに触発されて、
その後、オーストラリア、カナダ、オランダ、
ニュージーランド等世界各国で同種の調査が実
施されることになった。この動きに呼応して、
日本においても、2005 年から 2006 年にかけ
て、人びとの法律問題やトラブルの経験および
それへの対応行動に関する大規模なサーベイ調
査（「法化社会における紛争処理と民事司法」プ
ロジェクト。略称：「民事紛争全国調査」）が実
施され、大きな成果を収めた（村山他編 2010）2。
それから約 10 年がたち、現在あらためて、人び
とのトラブル経験とそれへの対応行動に関する
大規模な調査研究を試みるのが本プロジェクト
である。先に述べたように、この分野での調査
研究は世界的な広がりをもって行われたが、大
規模なサーベイ調査を 10 年の間隔をおいて再現
し、その間の変化を通時的・動態的にフォロー
アップする試みは、諸外国においてもあまり例
がなく、本プロジェクトは、国際的に見ても高
い学術的価値を持つ。将来に向けては、10 年ご
との継続調査として定着し、法社会学研究の基
盤的な研究資源となることを期待している。

本プロジェクトのもう一つの重要な目的は、
超高齢社会を迎えた現代の日本社会において、
人びとが日常生活のなかでどのようなトラブル
を経験し、それにどのように対応しているのか

（あるいはできていないのか）を明らかにし、そ
れを通じて、今後ますます高齢化が進行すると
予測される日本において、高齢者およびその家
族に対する効果的な法的支援のあり方を考える
ための政策的示唆を得ることである 3。

日本社会の急速な高齢化とそれに伴う課題の
出現は、多くの分野で研究者の関心を刺激し、
大規模な社会調査も実施されているが、法的視

角から見れば、高齢化の亢進は、高齢者をめぐ
るトラブルの増大と、それに遭遇した高齢者お
よび家族をいかに支援できるかの課題として登
場する。実は、「ほとんどの高齢者問題は法律問
題でもある」（樋口 2015）。高齢化の進行ととも
に、高齢者をめぐって、たとえば、介護、医療、
住宅、財産管理、成年後見、消費者取引等さま
ざまな分野でのトラブルが発生し、そしてそれ
は今後ますます増加していくことが予想される。
そして、それらの問題に直面したとき、高齢者
や家族は困惑し、助言や支援を得たいと思うこ
ともあるであろう。高齢者の人間としての尊厳
を損なうことなく、高齢者をめぐる種々のトラ
ブルに適切に対応し、その合理的解決を実現す
るための法的支援の仕組みを整えることは、超
高齢社会の到来とともにわれわれが考えるべき
重要な課題の一つである。

しかし、高齢者をめぐるトラブルの量的増加
および質的変化の実態についてはいまだ未解明
の点も多い。日本社会の高齢化が一層亢進しつ
つある現在、高齢化が人びとのトラブル経験や
対応行動にもたらす影響についての信頼できる
実証的知見の獲得が求められている。この要請
に応えることが本プロジェクトのもう一つの重
要な目的である。

（2）３つの調査
これらの目的を遂行するため、本プロジェク

トにおいては、以下の３つの調査を行う。すな
わち、①無作為抽出した全国の市民を対象に実
施する、問題やトラブルの経験およびそれへの
対応行動を明らかにするサーベイ調査、②全国
の地方裁判所の既済事件の中から無作為抽出し
た事件の当事者および代理人弁護士を対象に実
施する訴訟利用経験のサーベイ調査、③これら
2 つのサーベイ調査の回答者のうちの応諾者を

2同プロジェクトは、科学研究費補助金特定領域研究（2003 年度〜 2008 年度、領域代表：村山眞維・明
治大学教授）の助成を受けて実施された。
3人びとの日常生活における法的支援として重要な総合法律支援制度の最近の問題状況について

は、佐藤（2017a）。
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対象として実施するインデプス・インタビュー
調査、である。①および②は、問題やトラブル
の発生からその最終的解決手段としての訴訟に
至るまでを一連のプロセスと考えるならば、本
来一体のものであるが、しかし実際には、問題
やトラブルのなかで訴訟にまで至るケースはき
わめて少ないことから、訴訟をめぐる経験や評
価について有意味な統計的分析を行うために、
訴訟利用経験については独立の調査として切り
分けることにした。他方、本プロジェクトでは、
①および②のサーベイ経験の回答者のうちの応
諾者を対象として、その経験のさらなる詳細を
尋ねるインデプス・インタビュー調査を行う。定
量的調査研究と定性的調査研究の有機的統合を
図ることにより、超高齢社会における人びとのト
ラブル経験の実態および今後とるべき政策対応
に関する総合的な知見を得ることをめざした。

これら３つの調査のうち最初に実施されるの
が、①にあたる「暮らしのなかの困りごとに関
する全国調査」である。

２．「暮らしのなかの困りごとに関する
全国調査」（2017 年調査）

（1）調査の基本設計
「暮らしのなかの困りごとに関する全国調査」

は、今年 11 月末から 12 月にかけての時期に、
全国の 20 歳以上の 12,000 人を対象として実施
予定である（以下、「2017 年調査」という）。

調査の対象となるトラブルについて、調査票
では「トラブルや納得できないこと」の表現を
用い、これに「他の人や企業や団体との関係で
経験した困りごと、損害や精神的苦痛、いさか
い、苦情などのこと」との説明を与えた。その
上で調査票では、１）最初に、過去５年間に調
査対象者本人やその家族（配偶者・パートナー・
子ども・親・兄弟姉妹）が何らかのトラブルを
経験したことがあるかどうかを、調査票に掲げ
たトラブルカテゴリーのリスト（14 分類 56 項目
および「その他」）から多重回答形式で選択して
もらい、２）次いで、その中から「もっとも重
大だったトラブル」を一つ特定してもらい、そ

れについて、①そのトラブルの特性や認知経路、
②トラブルを解決するために当事者がとった行
動、たとえば、家族や友人・知人など身近な人
びとへの相談の有無、各種の専門の相談機関や
専門家への相談の有無および利用した機関・専
門家の評価、③トラブルの終結状況やそれにつ
いての評価・満足、④トラブルの解決に要した
コスト等を尋ねる一方、３）回答者（およびト
ラブルの当事者が家族の場合はその家族）の属
性を詳しく質問した。　　

過去一定期間のトラブル経験をトータルにと
らえた上で、その中で重要な一つについて、そ
の特性や対応行動の詳細に尋ねる方法は、10 年
前の調査においても、また諸外国の調査におい
ても、ほぼ共通の設計である。

他方、2017 年調査では、10 年前の調査とは
異なる新たな工夫を行った点がある（なお、10
年前に実施された民事紛争全国調査は複数の調
査から構成されていたが〔村山他編 2010〕、以
下では、主として 2016 年に実施された「法使用
行動調査」〔以下、「2006 年調査」という〕を念
頭に置いて議論を進める）。

（2）2017 年調査の特徴（1）：個別面接法から
郵送法へ

今回の調査の重要な特徴の第 1 は、調査方法
を、2006 年調査の個別面接法から、今回は郵送
法（およびウェッブ回答の併用）に変更したこ
とである。この点は、前回調査との比較の観点
からも、特に慎重な検討を加えた点である。

今回の調査で郵送法に変更した理由は、助成
を受けた研究資金が当初計画していたよりも限
定的であったこと、近年ではオートロックのマ
ンションやドアホンなどによって個別面接法の
前提である物理的な接触が難しくなっている状
況等への対応のほか、われわれの調査の特徴に
照らして、自記式の持つメリットにあらためて注
目したことがある。われわれの調査は個人のト
ラブル経験というプライバシーに関わる出来事
を尋ねる調査であるため、個別面接法の場合は、
他人である調査員にそのプライバシーを明かす
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形となり、率直な回答が得られにくい面がある。
この点、郵送法であれば、個人のトラブル経験
についてより立ち入った質問を行い、率直な回
答を得るメリットが考えられる。この点は 2006
年調査でも一定程度考慮したが、今回あらため
て自記式のメリットに注目したことが、今回の調
査で郵送法に変更した大きな理由である。

もっとも、郵送法に変更することについては、
不完全な回答の増加や、回収率の低下への危惧
もあった。そこで、本調査の準備に先立ち、今
年 2 月に予備調査（調査対象者数 600 人）を実
施し、郵送法の可能性と課題を検証した。郵送
法をとった上で、調査票返送者に後日謝礼を送
付する方法（400 人）と調査票送付時に謝礼を
同封する方法（200 人）に分けて予備調査を実
施したところ、前者の方法（謝礼後送）では回
収率が 30.7％、後者の方法（謝礼同封）では回
収率が 52.5％の結果であった（表1）。前回 2006
年調査（個別面接法）の回収率は 48.5％であっ
たことから、調査票送付時に謝礼を同封する方
法であれば郵送調査でも遜色のない回収率であ
ることが確認された。

なお、謝礼後送の場合の回収率は 30.7％と低
い傾向にあるが、しかし、何らかの「トラブル
や納得できないこと」を経験したことがあると
回答した者が調査対象者全体に占める比率（ト
ラブル経験率Ⅰ）でみると、謝礼後送の場合で
も 16.3％と、2006 年調査の 16.8％と同じ水準で
ある。謝礼同封の場合のトラブル経験者の比率

は 23.5％と、2006 年調査より高い。これらの結
果は、調査員に対してはトラブル経験というプ
ライバシー情報を明かすことが躊躇らわれる場
合でも、郵送法（自記式）では各自のトラブル
経験について積極的に回答を寄せてくれたと解
釈する余地があるとわれわれは考えた。

このような予備調査の結果を踏まえ、さらに
慎重な検討を加えた結果、最終的に、2017 年調
査では郵送法を採用することとした。その上で、
調査票送付時に調査の意義をわかりやすく示
したビジュアルなリーフレットを同封して調査
への関心を持ってもらうこと、督促を丁寧に行
うこと、謝礼については調査票送付時に全員に
500 円のクオカードを同封するとともに調査票
返送者には後日さらに 500 円のクオカードを送
ること、さらに、回答者のうちの希望者には後
日調査結果の速報を届ける旨を伝えて調査協力
への動機づけの一つとするなどの工夫を行った。
加えて、近年のコミュニケーション手段の実状
も踏まえて、ウェッブによる回答画面も用意し、
対象者が紙媒体での回答とウェッブでの回答と
を任意に選択できる方法で Mixed Mode を試み
ることとした。

（3）2017 年調査の特徴（2）：高齢者をめぐる
トラブル経験の正確な測定

2017 年調査のもう一つの重要な特徴は、調査
の対象者および調査内容について、高齢者をめ
ぐるトラブルをより適切に測定できるように工

表１　2006年調査（個別面接法）と予備調査（郵送法）の回収率

2006年調査 今回・予備調査（2017年2月実施）

調査方法 個別面接法
郵送法

謝礼後送 謝礼同封 全体

調査対象者数（人） 11,000 400 200 600

回収数（人） 5,330 123 105 228

回収率（％） 48.5 30.7 52.5 38.0

トラブル経験率Ⅰ（％）（注） 16.8 16.3 23.5 18.7

（注）2006年調査（問1〜問14）および予備調査（問1）で、何らかの「トラブルや納得できないこと」を経験したと回答した
者が調査対象者全体に占める比率。
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夫したことである。
この点ではまず、調査対象者の年齢を、2006

年調査では満 20 歳以上 70 歳以下としていたの
に対して、2017 年調査では年齢の上限を外した。
上限年齢を 10 歳引き上げて 80 歳までを対象と
する可能性も検討したが、高齢化の進行に伴い
80 歳以上人口も増えており、また、高齢者の中
でも世代ごとに異なる特性が観察される可能性

もあることから、対象者の年齢に上限を設けな
いこととした。

ところで、2006 年調査を含め、内外の先行調
査においては、高齢者は、他の年齢層にくらべて、
トラブル経験率や専門機関相談率が低い傾向が
確認されている。表２は、1997 年に実施された
英国（イングランドﾞ＆ウェールズ）調査（Genn 
et al.1999）、2003 年に実施されたオランダ調査

表２　先行調査に見る年齢別のトラブル経験率　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （%）

トラブル
経験率Ⅱ（注1)

英国調査（1997）
（Genn et al.1999）

オランダ調査
（2003）（Velthoven 

et al. 2004）

オーストラリア調査
（2008）（Coumarelos 

et al. 2012）

日本・2006 年調査
（注 2）

n=4125 n=3516 n=20716 n=5330

15-17 歳 ─ ─ 42.6 ─

18/20-24 歳（注 3） 52 57.5 54.9 37.3

25-34 歳 51 82.3 56.1 41.5

35-44 歳 45 76.5 58.3 41.7

45-54 歳 32 70.8 53.3 40.3

55-64 歳 34 56.5 47.0 34.5

65 歳以上 23 49.2 30.3 25.4

全体 39 67.2 49.7 36.5

（注1）トラブル経験率Ⅱは、回答者全体（n）に対するトラブル経験者の比率。
（注2）2006年調査（問1〜問 14）で何らかの「トラブルや納得できないこと」の経験を報告した回答者の比率。独自集計。
（注3）英国、オランダ、オーストラリアの各調査は18-24歳、日本の2006年調査は20-24歳。

表３　先行調査に見る年齢別の専門機関相談率（　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （%）

専門機関
相談率（注1)

オランダ調査（2003）
（Velthoven et al. 2004）

オーストラリア調査
（2008）

（Coumarelos et al.2012）

日本・2006 年調査
（注 2）

n=1704 n=19142 n=1810

15-17 歳 ─ 36.5 ─

18/20-24 歳（注 3） 37.4 43.1 22.1

25-34 歳 41.1 50.1 24.9

35-44 歳 52.8 55.0 25.3

45-54 歳 44.6 55.9 32.4

55-64 歳 44.7 54.6 32.2

65 歳以上 35.1 48.3 23.9

全体 44.1 51.1 28.5

（注1）専門機関相談率は、オランダ調査および日本・2006年調査では重大トラブル回答者（n）に対する専門機関相談者
の比率、オーストラリア調査ではトラブル数（n）に対する比率。

（注2）重大トラブル回答者（問15）のなかで、そのトラブルを解決するために「専門の機関・団体や専門家に相談した」（問
28）を選択した回答者の比率。独自集計。

（注3）オランダ、オーストラリアの各調査は18-24歳、日本の2006年調査は20-24歳。
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（Velthoven et al. 2004）、2008 年に実施された
オーストラリア調査（Coumarelos et al. 2012）、
そして 2006 年調査の結果に基づき、トラブル経
験率を年齢層別に比較したものである。いずれ
の調査においても、65 歳以上の回答では、他の
年齢層にくらべて、トラブルの経験率が低くなっ
ている。

そのトラブルを解決するために専門の相談機
関や専門家の助言や支援を求めた比率（専門機
関相談率）についても似た傾向が見られる。65
歳以上の回答者では、25 歳－ 64 歳層にくらべて、
専門機関相談率が低くなっている（表３）4。

以上の結果を見る限り、高齢者は、そもそも
日常生活においてトラブルを経験することが少
なく、また、トラブルに遭遇したとしても、専
門機関の助言や支援を得ることが少ないようで
ある。しかし、本当にそうなのであろうか。今
回のわれわれの調査はこの点を疑うことから出
発した。

高齢者のトラブル経験が少ないことについて
の従来の説明は、主として、ライフステージま
たは高齢者の特性に注目する。ライフステージ
に注目する議論としては、高齢者は社会参加や
活動量が相対的に小さいためにトラブルに遭遇
しにくい傾向（Velthoven et al. 2004）、高齢者
の場合、トラブルを引き起こす人生のキー・ラ
イフステージ（たとえば雇用、住宅ローン、子
の養育、離婚等）はすでに終わっており、ト
ラブル経験率が低くなる傾向（AGE Concern 
2007）、回答者全体としては消費者問題や金融問
題が最も頻繁に報告されるトラブル類型である
ところ、高齢者は他の世代にくらべて消費者取
引や金融取引に入ることが相対的に少ない傾向

（Coumarelos et al. 2012）などが指摘されている。
他方、高齢者の人生経験に着目して、高齢者は、
それまでの経験の蓄積から、ある種の出来事に
ついては対応が容易であり、それらの出来事が
トラブルとして意識されない傾向も指摘される

（Pleasance 2006）。
しかし、高齢者のトラブル経験が少ないとい

う結果については、先行調査の調査設計上のバ
イアスも考えられる。高齢者は、そのライフス
テージと関連して、たとえば施設入居、意思決
定の補完・代行、終末期医療、遺言、ケアサー
ビスの決定など、高齢者に特徴的な問題やトラ
ブルを経験している可能性があるにもかかわら
ず、それらの問題やトラブルが調査項目から脱
落している可能性である（Ellison et al. 2004; 
Pleasance 2006; AGE Concern 2007）。10 年前の
2006 年調査に対するわれわれ自身の反省も含め
て、従来の調査は、いわば調査自体が「壮年・
中年仕様」であるため、高齢者の特徴を捉え損
ねていたのではないか。

高齢者のトラブル経験が本当に少ないのかは、
なお経験的に開かれた課題というべきであろう。
このような考えから、2017 年調査においては、
高齢者自身や、高齢者をめぐってその家族が遭
遇するトラブルとそれへの対応行動をより正確
に測定できるよう、調査票の内容に種々の工夫
を加えることにした。具体的には、トラブルカ
テゴリーのリストに、消費者契約や金銭貸借、
住宅の購入や賃貸借、雇用、交通事故、近隣関
係、家族などをめぐる一般的なトラブルカテゴ
リー（45 項目）のほか、「高齢者の介護・扶養」

「高齢者の財産管理、成年後見」「高齢者の資産
運用」「老人ホームなど介護施設への入居やその
後の生活」「デイサービスやその他の介護サービ
スの利用」「空き家となっている実家の管理」「お
墓の購入・管理や葬儀・法要」「高齢者の車の運
転や運転免許更新」「オレオレ詐欺や振り込め詐
欺」「高額商品の訪問販売や不要なリフォームの
勧誘」「高齢者への暴力や高齢者からの暴力」と
いった高齢者をめぐって特徴的なトラブルカテ
ゴリーを加え、また、専門的な相談機関・専門
家のリストに、自治体や警察、消費生活センター、
弁護士、司法書士、保険会社、金融機関、学校、

4英国調査においては、専門機関相談率は全体では 60％であるが（Genn et al.1999, p.68）、年齢層別の相
談率は不明である。
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病院など、一般的な相談機関・専門家のほか、「民
生委員」「社会福祉協議会」「地域包括支援セン
ター（高齢者総合相談センター）」「福祉（介護）
施設」「ケアマネージャー」「成年後見人・保佐
人・補助人」といった高齢者のトラブルをめぐっ
て特徴的な相談機関・専門家を加えた。このほ
か、高齢者をめぐるトラブルの特徴は、本人が
自ら問題に気づきにくいという点にもあること
から（佐藤 2017b）、トラブルの認知経路に関す
る調査項目を充実させるなどの工夫も行った。

以上の工夫によって、高齢者をめぐるトラブ
ルを適切に測定することに成功したかどうかは、
実際の調査結果とその慎重な分析を待たなけれ
ばならないが、従来の調査が「壮年・中年仕様」
であったことに反省を加え、それを実際の調査
項目に落とし込んで検討した今回の調査の工夫
は、それ自体が、世界に先駆けて超高齢化が進
行している日本の調査研究ならではの試みであ
り、その結果は、この分野の国際的な研究動向
にも重要なインパクトを与えるのではないかと
考えている。

３．むすび
調査は間もなく開始予定であり、まずは、そ

れが順調に進むことを期待している。その結果
についてはいずれあらためて紹介する機会もあ
るであろう。また、トラブル経験とそれへの対
応行動を調べる今回の調査に続いて、訴訟利用
経験のサーベイ調査と、2 つのサーベイ調査の
回答者のうちの応諾者に対するインデプス・イ
ンタビュー調査も順次実施の予定である。これ
らの一連の調査を通じて、本プロジェクトが、
高齢者およびその家族のトラブル経験の実態と
その解決に向けた支援のあり方の側面から、超
高齢社会の課題の解明およびそれへの対応につ
いて独自の貢献をはたすことができれば幸いで
ある。
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10月の時事世論調査
衆議院選挙公示前に実施され

た10月の時事世論調査によると、
安倍内閣の支持率は前月比4.7
ポイント減の37.1%、不支持率
は5.1ポイント増の41.8％だっ
た。8月の調査以来、再び不支持
が支持を上回った。

調査は全国の18歳以上の男
女2,000人 を 対 象 に、 個 別 面
接聴取法で10月6日から9日に
実 施。 有 効 回 収(率)は 1,301

（65.1％）。

この時期の国内の動きは、
年金598億円支給漏れ：厚生

労働省は、公務員の妻など10万
人以上に総額約598億円の年金支
給漏れがあったと公表（9月13日）。

北朝鮮ミサイル北海道上空通
過：北朝鮮による弾道ミサイル
発射は、今年14回目（9月15日）。

高齢者人口27.7%：総務省統
計局の人口推計によると、65歳
以上人口（3514万人）の総人口比
は27.7%と過去最高（9月17日）。

I A E A事務局長３選：国際原
子力機関の総会で天野之弥事務
局長の再任が承認され、３期目
の続投が決まる。任期は2017年
12月から4年間（9月18日）。

小池都知事が新党代表に：「希
望の党」の代表に小池都知事が就
任（9月25日）。また、民進党の前
原代表は民進党を事実上解党し、
希望の党との合流へ（9月28日）。

衆議院解散：招集された臨時
国会の冒頭で衆議院が解散され
た（9月28日）。

東芝、日米韓連合と契約：東
芝は、半導体子会社・東芝メモ
リを、米投資ファンドのベイン
キャピタルを軸とする「日米韓連

ルーニャ自治州（州都バルセロ
ナ）で実施された独立の是非を問
う住民投票は、独立賛成が90％
を占めて勝利した（10月1日）。

米ラスベガスで銃乱射事件：
犯人は高級ホテル32階から数万
人が集まるコンサート会場に向
けて無差別に発砲し、58人が死
亡、負傷者は500人超（10月1日）。

イシグロ氏にノーベル文学賞：
両親が日本人で長崎出身の日系
英国人作家、カズオ・イシグロ
氏がノーベル文学賞を受賞（10
月5日）。

政党支持率　新党の希望の党
は2.6％、立憲民主党は2.7％だっ
た。自民党は前月比0.2ポイント
増の23.9％、分裂した民進党は
2.7ポイント減の1.6％、公明党は
1.3ポイント減の3.6％、共産党は
1.2ポイント増の2.5%、日本維
新の会は0.4ポイント増の1.4％。
支持政党なしは57.2％で、前月
より5.7ポイント減。

国民の景気感　「良くなった」
は前月から2.0ポイント増加して
8.9％、「悪くなった」は5.1ポイ
ント減少して17.0％。時事世論
景気指数は前月より12ポイント
上昇して136となった。

暮らし向き　昨年の今頃と比
べて「楽になった」は前月より0.1
ポイント減少して4.9％、「苦し
くなった」は3.2ポイント減少し
て18.2％となった。

合」に売却する契約を締結（9月
28日）。
「立憲民主党」を結成：希望の

党に合流しない民進党のリベラ
ル系前議員らを中心に、枝野民
進党代表代行が新党結成を表明

（10月2日）。
日産が121万台リコール：日

産自動車で無資格の従業員が新
車を検査していた問題で、再点
検のために約121万台をリコー
ルすると発表（10月2日）。

国外では、
北朝鮮追加制裁を採択：北朝

鮮による核実験を受け、国連安
保理による9回目の制裁決議は、
原油輸出が初めて制裁対象と
なった（9月11日）。

五輪開催地、２大会同時決定：
I O C総会で、2024年の夏季五
輪開催地をパリ、28年はロサン
ゼルスとすることが正式に決定。
両都市ともにロンドンと並び最
多3度目の開催となる（9月13日）。

国連、ロヒンギャ問題を非難：
ミャンマー治安部隊による掃討
作戦に伴い40万人近いイスラム
系少数民族ロヒンギャが隣国バ
ングラデシュに脱出している問
題で、グテレス国連事務総長と
安保理は暴力の激化を相次いで
非難し、ミャンマー政府に事態
の改善を要求（9月13日）。

メキシコで再び大地震：メキ
シコシティ近郊でM7.1の地震
が発生し、200人以上が死亡。
メキシコでは9月7日に南西部沖
でM8.2の強い地震が起きたば
かり（9月19日）。

メルケル首相４選へ：ドイツ連
邦議会（下院）選挙は、メルケル
首相率いるキリスト教民主・社会
同盟が第１党を維持したが、反難
民を掲げる新興右派政党が議席
を獲得し第３党となる（9月25日）。

クルド独立住民投票：イラク
北部クルド自治政府が独立の賛
否を問う住民投票を実施。賛成
票が９割を超え、独立派が圧倒
的多数を占めた（9月26日）。

カタルーニャ独立投票、賛成
派が勝利：スペイン北東部カタ
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